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    「プレジャーボート係留・保管対策に関する提言」について

                     このことについて、別紙のとおり配布がありましたので、今後の参考にするとともに積極的に活用してく
ださい。
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         プレジャーボート係留・保管対策の推進について

　近年、プレジャーボート需要の増加に伴い、港湾、漁港、河川等の公共用水域に放置されるプレジャーボー
ト、いわゆる放置艇による問題が全国各地で顕在化している。
　運輸省港湾局、水産庁及び建設省河川局では、こうした放置艇問題を解消し、公共用水域の利用を一層適
切に進めるとともに、プレジャーボート活動を地域の振興に結びつけるため、3省庁合同で「プレジャーボー
トによる海洋性レクリエーションを活用した地域振興方策調査委員会」を設置し、プレジャーーボート係留・
保管対策に関する3省庁共通の基本方針や今後取り組むべき施策に関する検討を行ってきた。
　今般、調査委員会において「プレジャーボート係留・保管対策に関する提言」が取りまとめられたので送
付する。また、本提言を踏まえ、調査の一環として「プレジャーボート係留・保管計画」を策定する際に検
討すべき事項を「プレジャーボート係留・保管計画の検討指針」として取りまとめたのであわせて送付する。
今後、貴職におかれては、放置艇対策やプレジャーボートを活用し一た地域の振興を講じるにあたって、こ
れらを参考にされるようお願いする。
　また、貴管内の地方港湾の港湾管理者には、貴職よりこの旨周知方お願いする。
　なお、漁港管理者及び河川管理者については、水産庁及び建設省河川局よりそれぞれ同様の連絡が
されているので念のため申し添える。


